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このコーナーでは、町内で頑張っている人や、魅力的な団体などを紹介します。
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12 月イベント

12月 28日㈰

場所　�古民家フリース
ペース和（なら・
たわらもと花水木）

材料費　それぞれ　　
　　　　500円

◦�もちつきと豚汁
　午前 11時～
◦しめなわ作り　　
　午後 1時～

Instagram

LINE

1（写真左から）代表�永田瑞穂さん、スタッフ�岸上昌美さん 2和（なら・たわらもと花水木）
3・4保護者向けお茶会　5しめなわ作り　6「ピアノの先祖」ハンマーダルシマー演奏体験
7飾り巻き寿司作り 8着物でリメイクお花作り

1 2

4

86 7

申込
フォーム

53

こ
こ
に
来
れ
ば　

き
っ
と
楽
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い
！　

こ
こ
ろ
に
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り
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居
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申込　�申込フォームか
LINE より
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問 天理警察署☎0743-62-0110／田原本警察庁舎☎33-0110生活安全ニュース
■���飲酒運転は犯罪です
▶酒酔い運転
罰則　５年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金
点数　35 点（欠格期間 3年／免許取り消し）

運転者以外の「車両の提供者」「酒類の提供者」
「車両の同乗者」にも厳しい罰則があります

▶酒気帯び運転
0.25mg/l 以上
　罰則　3年以下の拘禁刑又は 50万円以下の罰金
　点数　25 点（欠格期間 2年／免許取り消し）
0.15mg/l 以上 0.25mg/l 以下
　罰則　3年以下の拘禁刑又は 50万円以下の罰金
　点数　13点（欠格期間 90日／免許停止）

大和まほろばネットワークニュース
　　　　　　　　　　

　大和まほろば広域定住自立圏の市町村のつながりを深めるために、圏域市町村（天理市・山添村・川西町・
三宅町・田原本町）広報紙の偶数月号に掲載しています。

　近鉄結崎駅は川西町で唯一の鉄道駅です。そんな
結崎駅に併設されたシェアキッチン。チャレンジシ
ョップやポップアップストアが日替わりで出店中！
　買い物帰りや仕事帰りに途中下車して、ふらっと
立ち寄れるこの距離感が心地よさのひとつです。
　「お店を始めてみたい」「お店を知ってもらいたい」
という人のチャレンジをみんなで応援しましょう！
　出店スケジュールは、Instagram か川西町公式
ホームページからご確認ください！
問　川西町総合政策課☎ 0745-44-2213

出店者も募集中
「えきのキッチンに出店してみたい！」と思う人は、
まずはご相談ください。
リニューアルした結崎駅にも注目！
　結崎駅には、シェアキッチンだけでなく芝生の広
場（佐々木塚古墳）や公園、ゆっくり休憩できるウ
ッドデッキも整備されています。

えきのキッチン
Instagram

近鉄結崎駅にシェアキッチン！
川西町

　12 月６日開催の「てんだいフェスタ」に、定住
自立圏として天理市・山添村・川西町・三宅町・田
原本町が合同で初出展することになりました！
　ブースでは５市町村が協力し、それぞれの地域で
作られた農産品などを販売するほか、南団体待合所
では定住自立圏の協定締結から10周年を記念して、
これまで行ってきた連携事業を写真やパネルで紹介
する展示も実施予定です。各地域の魅力を一度に楽
しんでいただけるブースとなっていますので、ぜひ
お立ち寄りください。

定住自立圏として５市町村合同で「て
んだいフェスタ」に初出展！

日時　12月６日㈯
　　　午前 9時～午後 3時 ( 売り切れ次第終了 )
場所　天理駅前広場コフフン
問　天理市総合政策課企画係☎ 0743-63-1001
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無料相談窓口無料相談窓口
相談名 日時 場所 内容 その他

無料税務相談
（予約制）

12 月 17日㈬
午後 1時～ 4時
（1人 30分以内）

町役場 2階
会議室 201

国税に関する一般的な税
務相談

対象＝税理士に依頼していない人
担当＝近畿税理士会桜井支部所属の税理士
申込＝税務課町民税係☎34-2112（12月1日㈪から
受付）問　近畿税理士会桜井支部事務局☎ 41‒6477

消費生活相談
毎週火・金曜日
午前 10時～
午後 3時

町役場 1階
相談室 1C

商品やサービスに関する
相談

担当 =消費生活相談員
相談方法 =面談・電話（☎ 32-2901〈内線 174〉）
問　住民保健課☎ 34-2087

人権相談 12 月 18日㈭
午後 1時～ 3時

町役場 1階
会議室 102

人権問題に関わる困りご
と相談 問　住民保健課☎ 34-2087

みんなの人権
110 番

電話での相談になります。
☎ 0570-003-110

人権問題に関わる困りご
と相談

問　奈良地方法務局中和支局
　　☎ 22-3045

中南和法律セン
ター（予約制）

令和８年 1月 7日
㈬午後 1時～ 4時
（1人 30分程度）

町役場 1階
相談室 1C 弁護士による法律相談

申込開始日時＝ 12月 24日㈬午前 9時 30分～
問・予約　奈良弁護士会（☎ 0742‒22‒2035 ／午
前 9時 30分～午後 5時／土・日曜日、祝日を除く）
※中南和各地でも相談を実施しています。

行政相談 12 月 18日㈭
午後 1時～ 3時

町役場 2階
相談室２B

国の行政全般についての
不満、要望などの相談 問　住民保健課☎ 34-2087

青少年悩みごと
相談（予約制）

毎週火・金曜日
午後 1時～ 4時

青垣生涯学
習センター

自分の子どもや地域の青
少年にかかわる相談

担当＝社会教育指導員
問・予約　文化振興課☎ 32‒6193

やすらぎ相談
通常相談

（予約制）
毎週火・水・金曜日
午後 1時～ 4時

青垣生涯学
習センター

園・学校になじみにくい
幼児、小・中学生と保護
者のための相談

問・予約　教育総務課 ☎ 34‒2074

やすらぎ相談
特別相談

（予約制）

12 月 24日㈬
午前 10時～
午後 3時 30分

青垣生涯学
習センター

園・学校になじみにくい
幼児、小・中学生と保護
者のための専門的な相談

担当＝公認心理師
問・予約　相談日の 1週間前までに教育総務課
（☎ 34‒2074）へ。

若者自立のため
の無料相談

（予約制）
12 月 24日㈬
午後 2時～ 4時

町役場 1階
相談室 1C

さまざまな理由で働くこ
とが困難な若者や、その
家族のための相談（厚生
労働省委託事業）

問・予約　若者サポートステーションやまと
　　　　　☎ 44‒2055
※予約は前日まで。

しごと相談
（予約制）

12 ⺼ 25日㈭
午前 9 時 30 分～
午後 0時 30分

町役場 1階
相談室 1C しごとに関わる相談全般

問・予約　高田しごと i センター（☎ 0745-24-
2010 ／午前 9時～午後 4時／日曜・祝日を除く）
※予約・キャンセルは前日の午後 4時まで。

生活自立相談
（予約制） 要予約 都度ご案内

します
失業などで生活や経済的
にお困りの人への相談・
支援

問・予約　県中和・吉野生活自立サポートセンター（
0120‒85‒1225／午前9時～午後5時／土・日曜日、
祝日を除く／ cysupportc@nara‒shakyo.jp)

心配ごと相談
（予約制、空きが
あれば当日可）

12 月 25日㈭
午後 1時～ 4時

町社会福祉
協議会 2階
相談室

家庭問題、財産など生活
上の悩みの相談

担当＝民生児童委員ほか
問　町社会福祉協議会☎ 34‒2118
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固定資産税に関するお知らせ固定資産税に関するお知らせ

固定資産の変更は年内に届出を

　家屋にかかる固定資産税・都市計画税は、毎年 1月 1
日現在の家屋所有者に課税されます。
　家屋を取り壊したり、未登記家屋の所有者変更をした
場合は、必ず年内お早めに税務課へ届け出てください。
　届出がされず、税務課でも確認できていない場合は、
令和8年度も前年度と同様に課税されることになります。
届出時に必要なもの
・家屋を取り壊した場合
　印鑑・取り壊し年月日などがわかるもの（取り壊し日
が本年以外の場合）
・未登記家屋の所有者変更をした場合
　印鑑、遺産分割協議書または売買契約書などの写し

税務課固定資産税係☎ 34-2113

償却資産は令和 8 年 2 月 2 日までに申告を

償却資産とは
　法人や個人で工場・商店などを経営している人が、そ
の事業のために所有している土地・家屋以外の事業用資
産をいいます。（他の人に貸し付けているものも含みます）
償却資産の申告
　事業用償却資産の所有者は、地方税法第 383 条の規
定により、毎年 1月 1日現在に所有している償却資産
を申告していただく必要があります。申告が必要な人は、
税務課に連絡いただければ申告書を送付します。
※�自動車税・軽自動車税の課税対象となるものは、償却
資産の課税対象には含まれません。
※�太陽光発電設備は償却資産に該当する場合
があります。詳しくはお問い合わせください。
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